
・防災教育の取り組み

平成２９年６月の「水防災意識社会」の再構築に向けた
緊急行動計画において実施する防災教育促進の取組に
ついて

・坂城町 南条小学校

千曲川・犀川大規模氾濫に関する減災対策協議会
支援校

防災教育の促進（大規模氾濫減災協議会の活用）
○平成29年度に国管理河川の全ての129協議会において、防災教育に関する支援を実施する学校を教育関係者
等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手
○平成30年度末までに、国の支援により作成した指導計画を、都道府県管理河川を含む協議会に関連する市町
村の全ての学校に共有

今後のスケジュール 国管理河川 国・都道府県管理河川共通

支援内容
国土交通省は、各学校によって作成される指導計画（わかりやすい授業の流れやポイントを整理した計画）の作成を支援

指導計画・板書計画の例
（川内川河川事務所HPより抜粋）

【川内川水防災河川学習プログラム】
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/program/index.html

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

平成28年度より、28
校において指導計画
の作成支援を先行し
て実施

学習指導要領改訂
平成29年3月31日

・平成29年度中に、国管理河川の全ての129協議会に
おいて、防災教育に関する支援を実施する学校を教育
関係者等と連携して決定し、平成30年度末までに、防災
教育に関する指導計画を作成できるよう支援

(平成29年3月31日に改訂された新学習指導要領の周知・徹底・移行期間) (平成29年3月31日に改訂された新学習指導要領の全面実施)

引き続き、防災教育の実施を支援

・国の支援により作成された指導計画を都道府県管理河川
を含む協議会に関連する市町村の全ての学校に共有


